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欧米における登録例と使用例 
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色彩商標 

・色彩商標：色彩のみからなる商標。単一色、
複数の色彩の組み合わせがある。 

・米国における 

 登録例(椅子の 

 部分が黄色で 

 ボディーが緑） 

 

  

 

 Deere and Company 



色彩商標 

・欧州における登録例（紫色、Pantoneの248） 

 

  

 

 

4 Mars 



動き商標 

• 動き商標：図形等が時間によって変化して見
える商標。 

• 米国における 

 登録例： 

 

5 20th Century Fox 



動き商標 

• 欧州における登録例： 

 

6 Nokia Corporation 



動き商標 
• 欧州における登録例： 
 指定商品：3類 せっけん等  5類 エアーフレッシュナ－ 
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The Procter & 
Gamble Company 



ホログラム商標 

・ホログラム商標：見る角度により変化する商標、
立体的に見える商標 

・米国における 

 登録例 

8 American Express 



ホログラム商標 

・欧州における登録例 

9 GDS VIDEO 



位置商標 

・位置商標：図形等の標章とその付される位置
によって特定される商標 

・米国における 

 登録例 
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Lenovo 



位置商標 

・欧州における登録例（ノック部分の下に赤色
のリング） 
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Luxembourg Brands 



音商標 

・音商標：音楽、音声、自然音等からなる商 

 標であり、聴覚により認識される商標 

・米国における 

 登録例 
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Metro-Goldwyn-
Mayer Lion 



音商標 

・欧州における登録例 
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Hisamitsu Seiyaku 



 

どこで使用されているか？ 

 
 企業 

•商品 

•パッケージ 

•封筒 

•輸送車 

タッチポ
イント 

•広告（ＷＥＢ，ＴＶ） 

•店舗、ショールーム 

•看板 

•棚 

消費者 

• ラウンジ 

• アフターケア           「絆」 
• イベント 

• ダイレクトメール 



どこで使用されているか 

 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

(出典:特許庁 平成21年度意匠出願動向調査報告書） 



登録のメリット 
財産権 

• 商標権の存続期間：登録日から10年間 

• 商標権の更新：10年毎 

• ライセンス可能：専用使用権、通常使用権 

• 質権の設定可能 

• 移転可能 

   ↑ 

  財産権としての活用が可能 

 
16 



登録のメリット 
文字商標の他に登録する 

• ブランディングの観点（差異化、個性の創造）か
らー 

 色彩、動き、ホログラム、位置、音による差異化、
個性化、コミニュケーション。←絆が深まる。 

• マーケティングの観点（売り込みが不要なシステ
ムの創造）からー 

 色彩、動き、ホログラム、位置、音により、商品の
内容、品質、ブランドイメージを理解してもらえる。 
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登録のメリット 
マーケットを独占できる 

商標同一 商標類似 商標非類似 

商品・役務 
同一 

○ ○ × 

商品・役務 
類似 

○ ○ × 

商品・役務 
非類似 

△ △ × 

〇 ＝ 商標権侵害  
△ ＝ 不競法2条1項1号違反（商標が周知な場合） 
     防護標章登録⇒商標権侵害 
× ＝ 商標権非侵害、不競法適用なし。 
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Color Mark（色彩商標） 



Appl.No. ２０１５－３０１２５  
Class 39(鉄道による輸送) 

JR東日本 
 

商標の詳細な説明：商標登録を受けようとす 

る商標は、緑色（ＤＩＣ２１３）のみからなるも 

のである。 

https://www.jreast.co.jp/


Appl.No. 2015-030540 
Class 39(信書の送達) 
日本郵政株式会社 

 

• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとす
る商標は、赤色（ＲＧＢの組合せ：Ｒ２０４，Ｇ０，
Ｂ０）のみからなるものである。 



Appl.No. 2015-030294 
Class 38(移動体電話通信) 

NTTドコモ 
 

商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする 

商標は、紅色（ＲＧＢの組合せ：Ｒ２０４，Ｇ０，Ｂ 

５１）のみからなるものである。 



Appl.No. 2015-029938 
Class 32(アルコール分を含まないエネルギー補給用の飲料) 

レッド・ブル・アクチェンゲゼルシャフト 
 

• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標は、色彩の
組合せのみからなるものである。色彩の組合せとしては、青色
（ＲＡＬ：５００２）及び銀色（ＲＡＬ：９００６）であり、配色は、各色
５０パーセントずつとなっている。 



 
 

    ＥＵ：002534774        ＥＵ： 004381471 

Protection is claimed for the colours blue (Pantone 
2747 C) and silver (Pantone 877 C) juxtaposed as 
shown in the representation of the colour mark 
applied for. The ratio of the colours is 
approximately 50%- 50%. 



Appl.No. 2015-029920  
Class 35, 37(自動車用タイヤの小売又は卸売の業務において行われる顧客

に対する便益の提供、自動車タイヤの修理) 
Bridgestone 

 
・商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標（以下「商標」
という。）は、色彩の組合せのみからなるものである。色彩の組
合せとしては、赤色（ＰＡＮＴＯＮＥ：１８６Ｃ）、緑色（ＰＡ
ＮＴＯＮＥ：３５４Ｃ）であり、配色は、上から順に、赤色が商
標の３０パーセント、同じく緑色７０パーセントとなっている。 



Appl.No. ２０１５－３７８８３  
Class 39(企画旅行の実施) 

ＪＴＢ 
 

 ・商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標（以下「商標」とい
う。）は、色彩の組合せのみからなるものである。色彩の組合せとしては、
赤色（ＲＧＢの組合せ：Ｒ２０４，Ｇ０，Ｂ０）、灰色（ＲＧＢの組合せ：Ｒ１５３，
Ｇ１５３，Ｂ１５３）、白色（ＲＧＢの組合せ：Ｒ２５５，Ｇ２５５，Ｂ２５５）であり、
配色は、商標の上から５３．５パーセントに白色を配し、白色の下に左
から順に、赤色が商標の８パーセント、同じく灰色が３８．５パーセントと
なっている。           

               （チケットフォルダー） 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOWK1Nze7cYCFUSllAod7Z0H_A&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JTB_logo.svg&ei=aQavVaWyFcTK0gTtu57gDw&bvm=bv.98197061,d.dGo&psig=AFQjCNG83od8RrYN5bQAXZCzn4L5F1skpw&ust=1437620196077543
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKaA7ffe7cYCFUsUlAodpi8F3g&url=http://www.kanban-syokunin.com/cathand/list-4639-0-0-0.html&ei=ogavVaanF8uo0ASm35TwDQ&bvm=bv.98197061,d.dGo&psig=AFQjCNF5JQqXfi5pEc0ummFTCmYHK0sm7g&ust=1437620164468280


Appl.No. 2015-029855  
Class9(ビデオディスク）、１６（印刷物） 

25(仮装用衣服),２８(おもちゃ),４１(インターネットによる映画の提供) 
株式会社円谷プロダクション 

 
• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標は色彩
の組み合わせのみからなるものである。色彩の組み合わせ
は、赤色（色見本帳ＤＩＣ ＰＡＲＴ２ ２４９０）、銀色（ＤＩＣ１６
版 ６１６）であり、配色はそれぞれ５０％となっている。 
 
 
 
 
 
 

          



Appl.No. 2015-030715 
Class 9(ノートブック型コンピュータ，タブレット型コンピュータ，ポータブルデジ

タルビデオディスクプレーヤー) 
Toshiba 

 
• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標（以下「商標」とい
う。）は、色彩のみからなるものであり、ノートブック型コンピュータ，タ
ブレット型コンピュータ又はポータブルデジタルビデオディスクプレー
ヤーのディスプレイ面の背面部分を金色（ＰＡＮＴＯＮＥ色見本帳の番
号は、７５２７ＰＣ）とする構成からなる。なお、商標登録を受けようと
する商標において、ディスプレイ面の背面部分以外の破線は、商品
の形状の一例を示したものであり、商標を構成するものではない。 



Appl.No. ２０１５－２９９２１  
Class 25 (女性用ハイヒール靴) 

Christian Lubtan 
 

• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商
標（以下「商標」という。）は、女性用ハイヒール靴
の靴底部分に付した赤色（ＰＡＮＴＯＮＥ １８－１６
６３ＴＰ）で構成される。 なお、破線は、商標がど
のように使用されるかの一例を示したものであり、
商標を構成する要素ではない。 



Appl.No. ２０１５－３３０５８ 
Class25 (婦人靴) 

株式会社モ－ダ・クレア(moda clea) 
 

商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標は、色彩のみからなる商標 
であり、婦人靴の靴底の部分を赤色（ＲＧＢの組合せ：Ｒ１６６、Ｇ２５、Ｂ４ 
６）とする構成からなる。 なお、婦人靴の靴底の部分以外の破 
線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標登録を受けよ 
うとする商標を構成する要素ではない。 

http://storage.kanshin.com/free/img_41/414075/k2064790828.jpg


Appl.No. ２０１５－５４１１８  
Class  30(コーヒー) 

サントリー食品インターナショナル株式会社 
 

http://www.suntory.co.jp/softdrink/news/l_img/l_sbf0020-1.jpg


Appl.No. ２０１５－５４１１８  
Class  30(コーヒー) 

サントリー食品インターナショナル株式会社 
 

• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標は、色彩の組み合わせを
左上から右下（角度１３５°）に向かっていく線形グラデーションで表した色彩
のみからなる商標である。色彩の組み合わせはいわゆる虹色で、左上から順
に、群青色（ＲＧＢの組み合わせ：Ｒ２２，Ｇ４７，Ｂ１４７）、紫色（ＲＧＢの組み合
わせ：Ｒ９１，Ｇ２８，Ｂ１３３）、薄紫色（ＲＧＢの組み合わせ：Ｒ１７６，Ｇ６，Ｂ１２
９）、ピンク色（ＲＧＢの組み合わせ：Ｒ２２３，Ｇ５，Ｂ１２７）、赤紫色（ＲＧＢの組
み合わせ：Ｒ２２９，Ｇ１１，Ｂ８７）、朱色（ＲＧＢの組み合わせ：Ｒ２２９，Ｇ２６，
Ｂ３０）、オレンジ色（ＲＧＢの組み合わせ：Ｒ２３１，Ｇ６９，Ｂ３０）、山吹色（ＲＧ
Ｂの組み合わせ：Ｒ２４１，Ｇ１６０，Ｂ２５）、黄色（ＲＧＢの組み合わせ：Ｒ２４９，
Ｇ２３６，Ｂ１０）、黄緑色（ＲＧＢの組み合わせ：Ｒ１３６，Ｇ１８７，Ｂ５６）、緑色
（ＲＧＢの組み合わせ：Ｒ１１，Ｇ１５９，Ｂ７３）、青緑色（ＲＧＢの組み合わせ：Ｒ
１，Ｇ１５６，Ｂ１５３）、水色（ＲＧＢの組み合わせ：Ｒ０，Ｇ１５８，Ｂ２１９）、青色
（ＲＧＢの組み合わせ：Ｒ０，Ｇ９６，Ｂ１７２）、を繰り返してなり、色彩は、群青
色から紫色・薄紫色・ピンク色・赤紫色・朱色・オレンジ色・山吹色・黄色・黄緑
色・緑色・青緑色・水色・青色の順に繰り返しながら右下に向かってグラデー
ションで表している。 



Appl.No. ２０１５－３０２８１  
Class  ５ (軟膏) 
大塚製薬 

 
・商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標は、色彩の組合せからなる 

色彩のみからなる商標である。色彩の組合せは、上から順に、茶色（ＰＡＮＴＯＮ 

Ｅ：４９７５Ｃ）、金色（ＰＡＮＴＯＮＥ：８７１Ｃ）、茶色（ＰＡＮＴＯＮＥ：４９７５Ｃ）、金色（Ｐ 

ＡＮＴＯＮＥ：８７１Ｃ）、茶色（ＰＡＮＴＯＮＥ：４９７５Ｃ）からなる。配色の割合は、上か 

ら順に、茶色が１４パーセント、金色が３．６パーセント、茶色が４．４パーセント、 

金色が１７．５パーセント、茶色が６０．５パーセントである。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrc_4jC9sYCFYEZpgod2EIP6A&url=http://www.health.ne.jp/medicine/otc/4987035088318.html&ei=U6CzVbrnFYGzmAXYhb3ADg&bvm=bv.98717601,d.dGY&psig=AFQjCNGY6s74zrI3gEOugomd5nQYg9QVzg&ust=1437921712732911


Appl.No. ２０１５－３０７０３ 
Class 30  (カップ入り即席うどん） 

東洋水産 

 
 

• 商標の説明：商標登録を受けようとする商標（以下「商標という。」）は、色
彩のみからなるものであり、即席うどんの容器外側側面の周縁を帯状の
赤色（ＰＡＮＴＯＮＥ１８６Ｃ）とする構成からなる。なお、即席うどんの容器
の波線部分は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する
要素ではない。 



Motion Mark（動き商標） 



Appl.No. ２０１５－３０２２０  
Class ９，３５，３７，３８，４１，４２ 

Fujitsu 
 



Appl.No. ２０１５－３０２２０  
Class ９，３５，３７，３８，４１，４２ 

Fujitsu 
 

• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標
（以下「商標」という。）は、時間の経過に伴う標章の変
化の状態を示す動き商標である。なお、各図の右下隅
に表示されている番号は、図の順番を表したものであ
り、商標を構成する要素ではない。図１では、「ＦＵＪＩＴ
ＳＵ」のロゴのみであるのが、図２では当該ロゴのうち
「Ｆ」と「Ｕ」の間に光が射し込むとともに、当該ロゴの
「Ｆ」の上部に赤い吹き出し形状の枠の内側に「ｓｈａｐｉ
ｎｇ ｔｏｍｏｒｒｏｗ ｗｉｔｈ ｙｏｕ」という文字（以下、「吹き
出し」という）が出現する様子が表され、図３では当該
吹き出しが徐々に大きくなるとともに左側へ移動する
様子が表され、図４では、当該吹き出しが「Ｆ」の文字
の左側上方に表示される様子を表している。この動き
商標は、全体として約２秒間である。 



Appl.No. ２０１５－３０２２２  

Class ３３（日本酒） 
菊正宗酒造株式会社 

 
 



Appl.No. ２０１５－３０２２２  

Class ３３（日本酒） 
菊正宗酒造株式会社 

 
・商標の詳細な説明：標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、時 

間の経過に伴う標章の変化の状態を示す６枚の図からなる動き商標である。 

なお、各図の右下隅に表示されている番号は、図の順番を表したものであり、 

商標を構成する要素ではない。 瓶を包んでいた紫の風呂敷が、四隅から広 

がり始め、瓶の上部が現れている状態からほぼ開き終わって瓶のほぼ全体が 

現れる状態までの動きである。 図１は、風呂敷が広がり始め、瓶の上部約１ 

／４が現れている状態、 図２は、風呂敷がさらに広がり、瓶の上部約１／３が 

現れている状態、 図３は、風呂敷がさらに広がり、瓶の上部約１／２が現れて 

いる状態、 図４は、風呂敷がさらに広がり、瓶の上部約２／３が現れている状 

態、 図５は、風呂敷がさらに広がり、瓶の上部約３／４が現れている状態、  

図６は、風呂敷がさらに広がり、瓶のほぼ全体が現れた状態である。 この動 

き商標は、全体として約２秒間である。 



Appl.No. ２０１５－４０４７３  
Class 5 (芳香消臭剤） 

Ｐ＆Ｇ 
 



Appl.No. ２０１５－４０４７３  
Class 5 (芳香消臭剤） 

Ｐ＆Ｇ 
 

• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようと
する商標（以下「商標」という。）は、動き商
標である。図１から図４にかけて、容器本
体のドアが開いて水と種々の織物関連の
ものが飛び出す様子を表している。なお、
各図の左上隅に表示されている番号は、
図の順番を表したものであり、商標を構成
する要素ではない。 



Hologram Mark(ホログラム商標） 



Appl. No. ２０１５－３０１９８ 

Class 36 (ギフトカード) 
三井住友カード株式会社 

• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標は、
見る角度により表示される色彩が変わるホログラム商標
である。なお、各図の右下隅に表示されている番号は、
図の順番を表したものであり、商標を構成する要素では
ない。正面から見たときは図１に示すとおり、傾けた角度
によっては図２に示すとおりである。 



Appl. No. ２０１５－３０２０４  

Class 36 (クレジットカード利用者に代わってする支払代金

の清算)株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 

 
• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標（以下
「商標」という。）は、見る角度により表示される内容が変わる
ホログラム商標である。商標には、「ＭＵＦＧ ＣＡＲＤ」の標
章が連続して表示され、異なる角度から見ると光の反射によ
り異なった色彩に見えるように構成され、それぞれ３つの写
真（図）は、異なる角度から見た場合を示している。 



Appl.No. ２０１５－６０８２３ 
Class ３６ (生命保険契約の締結の代理及び媒介） 

ほけんの窓口グループ株式会社 

 
 

• 商標の説明：商標登録を受けようとする商標（以下、「商標」という。）は、
見る角度により表示される内容が変わるホログラム商標である。なお、各
図の右下隅に表示されている番号は、図の順番を表したものであり、商
標を構成する要素ではない。左側から見た場合には、図１に示すとおり、
正面から見た場合には、図２に示すとおり、右側から見た場合には、図３
に示す通りである。 



Position Mark(位置商標） 



Appl.No. 2015-030453 
Class 12 (motor vehicle) 

Toyota 

• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標（以下「商標」とい
う。）は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、自動車正面
のラジエターグリルの左右、ヘッドライトとフォグランプの間に位置するＬ
字状のランプの形状からなるものである。なお、破線は、商品の形状の
一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。 



Appl. No. 2015-030237 

Class 9 (Computer server) 

Fujitsu 

• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標（以下
「商標」という。）は、標章を付する位置が特定された位置商
標であり、コンピュータサーバーの正面右部に付された図形
からなる。なお、コンピュータサーバーの破線は、商品の形
状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。 



Appl. No. 2015-030237 

Class 9 (Notebook type computer) 

Fujitsu 

• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標（以下「商標」とい
う。）は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、キーボード部
を覆う形で開閉可能なディスプレイ部を配したノートブック型コンピュータ
蓋体（以下「蓋体」という。）において、閉じた状態の蓋体の開口部側の上
面の稜線内側に付された図形からなる。なお、ノートブック型コンピュータ
の破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素
ではない。 



Appln. No. 2015-029818 
Class 9 工業用内視鏡 

Olympus 

• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標（以下、
「商標」という。）は、標章を付する位置が特定された位置商
標であり、工業用内視鏡の操作部の端部周縁に付された図
形からなる。なお、破線は、商品の形状の一例を示したもの
であり、商標を構成する要素ではない。 



Appl.No. 2015-030486 
Class 9 (レンズ交換式デジタルカメラ) 

Sony 
 

• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標（以下
「商標」という。）は、標章を付する位置が特定された位置商
標であり、レンズ交換式デジタルカメラの筐体（本体）のレン
ズマウントの外周に設けられた朱色のリング状の立体的形
状部分からなる。なお、破線は、商品の形状の一例を示した
ものであり、商標を構成する要素ではない。 



Appl.No. 2015-030361 
Class 25(Pants) 

Edwin 
 

• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標（以下「商標」
という。）は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、ズ
ボンの後ろポケットの左上方に付され、「ＥＤＷＩＮ」の欧文字が表
された赤い長方形のタブ図形からなる。なお、ポケット及びタブ図
形のみの記載は、当該位置に付された標章を明示するための部
分拡大図である。また、破線は、商品の形状の一例を示したもの
であり、商標を構成する要素ではない。 



Appl.No. 2015-030388 
Class 28 (slot machine) 

Kita Denshi 
 

• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標（以下「商標」とい
う。）は、商標を付する位置が特定された位置商標であり、実物のスロッ
トマシン、又は画像で表されたスロットマシンの正面の可変表示部の左
下に、上記図示する標章を配置する構成からなる。なお、上記標章以外
の破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素
ではない。 



Appl.No. 2015-030699  
Class 30 (カップ入り即席うどん) 

東洋水産株式会社 
 

• 商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標（以下
「商標という。」）は、標章を付する位置が特定された位置商
標であり、即席うどんの容器外側側面の周縁に付された赤
色帯状の図形からなる。なお、即席うどんの容器の波線部
分は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成す
る要素ではない。 



Appl.No. ２０１５－５９８６８  
Class 35 (衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱
う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供) 

ローソン 

 • 商標の詳細な説明：商標登録
を受けようとする商標（以下
「商標」という。）は、標章を付
する位置が特定された位置商
標であり、シャツの前身頃の中
央部に配するファスナーに付し
たピンク色と、前記中央部から
右身頃（正面視中央部から左
の身頃）の約５分の２の位置に
かけて交互に８本ずつ繰り返し
て付した帯状の白色と青色の
縦縞模様からなる。なお、シャ
ツの形状を表す破線は、商品
の形状の一例を示したもので
あり、商標を構成する要素では
ない。 



Sound Mark（音商標） 



Appl.No. ２０１５－３０２２１  
Class 9, 35,37,38,41,42  

 

• 商標：本商標は、『フ・ジ・ツ・ウ』という＼男性の声
の背景に、ギターの弦を弾＼く音が４回入り、その
４回目の音に＼重なるように『ｓｈａｐｉｎｇ ｔ＼ｏｍｏｒ
ｒｏｗ ｗｉｔｈ ｙｏ＼ｕ』を読み上げる男性の声が入る
構＼成からなっており、全体で約２秒間＼の長さ
である。 

• 商標の詳細な説明:商標登録を受けようとする商
標は音商標であり、当該音商標中に含まれるギ
ターの弦を弾く音は、順に「ミ」、「ファ♯」、「ミ」、
「ファ♯」の４音から構成されている。 



Appl.No. ２０１５－３０３７７ 
Class 28(スロットマシン） 

北電子 

• 商標：本商標は、硬い物体が金属板に当たっ
たときの＼衝突音・金属音のような、「ガコ
ン！」あるいは＼「ガコッ！」というような短い
音が聞こえる構成＼となっており、全体で約
１秒間の長さである。 

 
            ↑ 
          喜びの音 
 



Appl.No. ２０１５－３９６６７  
Class 37 

Panasonic 
 



Appl.No. ２０１５－４９４４７   
Class 32 （清涼飲料） 

Yakult 
 



Appl.No. ２０１５－２９８７７    
Class 9, 35, 38  
Ｎｏｋｉａ 

 
 

・商標の詳細な説明：商標登録を受けようとする商標
（以下「商標」という。）は、五線譜で表された聴覚
で認識される商標である。テンポは２１４ＢＰＭであ
る。ただし、最後６拍のあたりからテンポは１７０Ｂ
ＰＭ程度に、だんだん遅くなる（リタルダンド）。 



どのように管理するか 
１．商標登録をする 

（１）識別力の獲得 

・生来的に識別力がある(動き、ホログラム、音） 

・長年の使用により識別力を獲得（色彩、位置）
←登録に苦労する。 

 －全国版の新聞一面広告 

 －全国的なテレビ広告 

（２）他人の商標と類似しないこと 



どのように管理するか 

２．闘って、守る 

 －他人の出願、登録を潰す 

 －他人の使用を禁止する 

 （商標権侵害、不正競争防止法
違反） 
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商標権侵害・不正競争防止法事件 
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新しい商標と商標権侵害 
（色彩商標ー米国の事案） 

・原告の登録商標は、靴底が赤色でその他は赤色以外のコント 

 ラストな点が権利範囲であり、被告の靴は権利範囲に入らない。 

 （第2巡回控訴裁判所判決（2012年9月5日）ー非侵害 

 米国商標法３７条に基づき、裁判所が商標登録原簿を修正 

 日本であれば、５条５項違反で登録無効？ 

 (原告ー靴底のみ赤)        (被告ー全体が赤) 
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http://www.abysse.co.jp/world/flag/america/america.html


新商標と商標権侵害 
（色彩商標ー英国の事案） 

• 原告の緑色と被告の緑色（オイル）は類似
（BP Amoco plc v. John Kelly Ltd(Court of 
Appeal (Northern Ireland) [2002] F.S.R. 5 ) 

         (原告)                  (被告) 
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http://www.abysse.co.jp/world/flag/europe/united_kingdom.html


新商標と商標権侵害 
（色彩商標ー中国の事案） 

• 原告（Deere&Company/米国）の2色（黄色と緑色のトラクター,
刈り取り機等（７，９類））と被告(Jotec International Heavy 
Industry(Beijing) Co., Ltd.等)の2色（黄色と緑色の刈り取り機）
は類似（2013年12月24日北京市第2中級人民法院/Beijing 
No. 2 Intermediate Court）。原告登録商標（449677号
/2009.3.21登録/7.9類）には、車体が緑色で、ホイールが黄
色の説明あり。差止、45万人民元（74,000米国ドル）の損害
賠償を認容。 

  (原告：上・緑、下・黄色)       (被告) 

 

              黄色と緑色の刈り取り機 
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http://www.abysse.co.jp/world/flag/asia/china.html


新商標と類似 
（色彩商標ーフランスの事案/侵害事件ではない。） 

• 「Pantone212（ピンク）」と「Pantone219（ピン
ク）」（ボトル）は類似（2001年1月30日破棄院
判決） . その後、Pantone212は識別力を喪失し
たと判断（2007年７月10日付破毀院判決） 

   (原告：Pantone 212)       (被告：Pantone 219) 

 

 

 

68 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_France.svg


新商標と商標権侵害 
（位置商標ー米国の事案） 

・下記位置商標（赤いタブ）の登録をもっている原告が、右後ろ
パッチポケットの下部に黒いWranglerタブを使用してる被告を

商標権侵害で訴えた。裁判所は、混同、誤認、欺瞞を引き起こ
すおそれがあると判断し、商標権侵害を認容した（Levi Strauss 
& Co. v. Blue Bell, Inc., Court of Appeals, Ninth Circuit. - 632 
F.2d 817 Decided Nov. 13, 1980 。ー侵害 

     (原告登録商標)       （被告）       

                     黒いタブ        
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新商標と商標権侵害 
（位置商標ー米国の事案） 

・ズボンのタブの登録では、シャツのタブを押さえること
はできなかった（Levi Strauss & Co. v. Blue Bell , Inc. 
228 U.S.P.Q346(9th Cir. 1985)）ー非侵害 

    (原告登録商標)       （被告）     

 

     ズボンのタブ       シャツのタブ    
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不正競争防止法による新商標の保護 
混同惹起行為（2条1項１号） 

要件 

 

• 商品等表示 

• 周知性（相手方地域） 

• 同一又は類似 

• 混同の可能性 

• 営業上の利益の侵害 

• 機能的形態の保護除外 

  （東京高判H13・１２・１９ 

   [立体パズル]） 

救済措置 

 

• 差止 

• 損害賠償 

• 信用回復の措置 

• 不当利得 

  （学説上の対立あり） 

• 刑事罰 
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旧不正競争防止法１条１項１号（色彩） ○ 
原告商品等表示（3色）    被告商品等表示（3色） 
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大阪地判S58・１２・２３[三色ラインウェットスーツ] 

 
事案：被告が三色ラインのウェットスーツを販売。←色彩商標 
判決： 
・商品等表示―３色ラインはスーツ本体の色彩、形態から独立して
商品の出所表示機能を有する。 

・混同のおそれ－３色ライン以外の形態等の違いは、誤認混同を
妨げるものではない。 
 
※被告は、C‘C’’、D’D’’を使用していなかったので、A’A’’、B’B’’につ
いてのみ本号を適用した。 
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不正競争防止法２条１項１号（色彩） × 

原告商品等表示    被告商品等表示 

     （濃紺）          （濃紺） 

 

 

 

 

   （家電製品）       （家電製品） 
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大阪高判H9・３・２７[It’sシリーズ] 

 事案：被告が家電製品（炊飯器、コーヒーメーカー等）に
「濃紺色」を使用した事案。←色彩商標 
判決： 
・商品等表示―濃紺色が原告の商品であるとの出所表示

機能を取得するに至っていない。原告は同一機種につい
て他の色も使用、他社も濃紺色を使用、濃紺色は特殊な
色ではない、家電製品は耐久消費財であるから色彩のみ
に着目して商品を購入しない、大学入学、就職の時期に
は原告家電製品（濃紺色）をまとめて展示するが、それ以
外は、ばらばらで販売。 
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大阪高判H9・３・２７[It’sシリーズ] 

 ・単一色が保護されるためには、 
①商品と色彩の強い結びつき、 
②当該色彩を商品に使用することの新規性、 
 特異性、 
③色彩使用の継続性、 
④色彩使用に関する宣伝広告とその浸透度、 

⑤商品を識別、選択する際の色彩の役割の大きさ
等を検討。 
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 松葉がに・ 
動く 

旧不正競争防止法１条１項２号（動き） ○ 
            原告商品等表示   被告商品等表示 
  
             （かに道楽）          （かに将軍）   
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大阪地判S62・5・27[かに看板] 

 事案：被告（かに将軍）が原告（かに道楽）の「かに看板」と類似する
「かに看板」をかに料理専門店に使用。←動きの商標 
判決： 
・商品等表示―赤く彩色した巨大な松葉かにの肢の第２関節を折り

曲げ、電気仕掛けでハサミ、肢、目玉が動くようにした立体看板。動
きかたも生きた「かに」の実際の動きとは異なる。他に例のない奇
抜性、新規性を有し、一般に使用されていない。 
・周知性ー４０店舗、年商１００数十億円 
・類似性―酷似 
・混同のおそれ－酷似性より 

※原告は、１０年間ほど被告に対して権利行使をしていなかったが、
本号が適用された。 
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不正競争防止法２条１項１号（位置） ○ 
原告商品等表示    被告商品等表示 
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東京地判Ｈ１２・６・２８[LEVI’S弓型ステッチ] 

 
事案：被告がポケットに弓型ステッチのあるジーパンを 
    製造販売。←位置商標 
判決： 

・アンケート調査結果（１８．３％の認知率）も踏まえ周知
性認定。 しかしながら、著名性を否定。 
・円弧が真ん中で交差―類似 
・周知性・類似性→広義の混同 
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ユアサハラ法律特許事務所 
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